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資料番
号

古文書名 標題 年代 差出・作成者 宛所
原・
写・
案

形状 数量
寸法
（cm）

欠損状
況

一括状況 裏書・端裏書・包紙上書など 説明・注記 主題

1

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令写　第三大区壱小区
四番組

明治7.7.（7～
同7.9.12）

　― 　― 写 竪帳 1冊 23.0×16.0
虫損中
汚損小

堺県布達・太政官布告等
で行財政・土地・戸籍・
寺社・軍事関係など収録
第三大区一小区四番組戸
長は中塚勝次郎（明治
7.9）
「河内国第三大区一小
区」用箋使用

法令

2

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令之写　河内国第三大
区壱小区四番組

明治7.9.（8～
同7.12.30）

　― 　― 写 竪帳 1冊 24.0×16.4 虫損中

堺県布達・太政官布告等
で行財政・司法・軍事関
係など収録
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
令之写」）に糊付

法令

3

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布告写　中塚
明治8.6.（5～
同8.9.16）

　― 　― 写 竪帳 1冊 23.6×15.8 虫損中

堺県布達・太政官布告等
で行財政・土地・戸籍・
寺社・軍事関係など収録
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
告写」）に糊付

法令

4

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令写　河内国第三大区
壱小区四番組

明治8.11.（17
～同9.2.6）

　― 　― 写 竪帳 1冊 23.4×15.2 虫損中

堺県布達・太政官布告等
で行財政・土地・戸籍・
寺社・軍事・司法関係な
ど収録
数箇所に割印あり
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
令写」）に糊付

法令

5

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令写　河内国第三大区
壱小区四番組

明治9.2.-（同
8.11.17～同
9.3.19）

　― 　― 写 竪帳 1冊 23.0×15.9 虫損小 （表紙追記朱筆）「第弐号」

堺県布達・太政官布告等
で行財政・土地・寺社・
軍事・教育・司法関係な
ど収録
数箇所割印あり
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
令写」）に糊付

法令
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5-1

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

〔願得寺財宝物品書差出し
につき通知状〕

〔明治9〕.3.5 大西 中塚様 原 切紙 1通 22.7×11.0 虫損小

5の後より
20・21丁
目間に挟
む

「河内国第三大区一小
区」用箋切紙使用

法令
寺院

6

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令写　河内国第三大区
壱小区四番組

明治9.3.（4～
同9.4.20）

　― 　― 写 竪帳 1冊 22.9×16.1 虫損小
（表紙追記朱筆）「第三号」（後補
の表紙糊付部分の下に書かれている
ため不明瞭）

堺県布達・太政官布告等
で行財政・土地・軍事・
外国（朝鮮）・堺博覧会
関係など収録
数箇所に割印あり
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
令写」）に糊付

法令

7

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令写　河内国第三大区
壱小区四番組

明治9.5.-（同
9.4.29～同
9.6.29）

　― 　― 写 竪帳 1冊 23.2×16.0 虫損小 （表紙追記朱筆）「第四号」

堺県布達・太政官布告等
で行財政・土地・教育・
軍事・司法など収録
数箇所に割印あり
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
令写」）に糊付

法令

8

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令写　第三大区壱小区
四番組

明治9.6.（19
～同9.9.11）

　― 　― 写 竪帳 1冊 23.5×16.1 虫損中 （表紙追記朱筆）「第五号」

堺県布達・太政官布告等
で行財政・衛生・公共・
司法・寺社関係など収録
数箇所に割印あり
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
令写」）に糊付

法令

8-1

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

族職書入並戸主ノ届書（徴
兵につき差出し方通知状）

〔明治10〕.-
.15

　― 　― 原 切紙 1枚 15.2×16.8 虫損小

8の後より
23・24丁
目間に挟
む

明治10年徴兵年齢相当取
調帳に書落ちの由

法令
兵事

9

河内国第三大区
一小区四番組文
書（茨田郡門真
一番・ 二番村）

御布令写　第三大区壱小区
四番組

明治9.9.-（同
9.6.-～同
9.11.7）

　― 　― 写 竪帳 1冊 23.5×16.2 虫損中 （表紙追記朱筆）「第六号」

堺県布達・太政官布告等
で行財政・衛生・教育・
公共・警察関係など収録
「河内国第三大区一小
区」用箋使用
後補の表紙（題箋「御布
令写」）に糊付

法令
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